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産業革新条例第10の1条の改正案の可決：スマート機械、5G
システムに係る投資税額控除の適用期限が延長され、情報通
信セキュリティ製品又はサービスに対する投資税額控除が新
たに追加された
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2019年に制定された《産業革新条例》第10の1条では、

営利事業者によるスマート機械、第5世代移動通信シ

ステム（以下、5Gシステム）に関する新規のハードウェ

ア、ソフトウェア、技術又は技術サービスへの投資に

ついて、投資税額控除の租税優遇が提供されました。

当初の規定では、スマート機械は2021年末、5Gシス

テムは2022年末を適用期限としていましたが、アフ

ターコロナ時代のスマート化を引続き推進し、技術研

究開発段階にある5G産業を支援するため、立法院は

2022年1月27日、 《産業革新条例》第10の1条の改正

案を可決し、スマート機械と5Gシステムに係る投資税

額控除の租税優遇をそれぞれ3年及び2年延長し、

2024年12月31日を適用期限としました。また、国内産

業の情報セキュリティ能力を強化するため、2022年1

月1日から2024年12月31日までの情報通信セキュリ

ティ製品又はサービスに対する投資税額控除の租税

優遇が新たに追加されました。

今回の改正要点のまとめは以下のとおりです。

産業革新条例第10の1条

改正要点 改正内容

適
用
期
間

全新スマート機械 2019.01.01 - 2024.12.31（3年延長）

第5世代移動通信システム 2019.01.01 - 2024.12.31（2年延長）

情報通信セキュリティ製品
又はサービス

2022.01.01-2024.12.31（新規追加）

情報通信セキュリティ製品又は
サービスの定義

情報通信システム又は情報への不正アクセス、使用、制御、漏洩、破

壊、改ざん、毀損又はその他の侵害を防止し、その機密性、網羅性及

び可用性を確保するために、端末やモバイル機器の保護、ネットワー

クセキュリティ保守又はデータやクラウドセキュリティ保守に関連する

ハードウェア、ソフトウェア、技術又は技術サービスを指す。
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今回の法改正では、情報通信セキュリティ製品又は

サービスに対する投資税額控除が2022年1月1日から

発効するほか、他のスマート機械及び5Gシステムに

係る投資税額控除の適用期間が延長されました。但

し、関連する控除率、税額控除の上限及び申請手順

は変更されていません。よって当該投資税額控除の

適用を希望される方は、「スマート機械及び5Gシステ

ム投資税額控除細則の正式公布」（KPMGニュースレ

ター2019-9号）を参照し、関連する投資証明書類の入

手にご留意ください。

また、投資税額控除の適用申請において、統一発票

又は支払証憑の帰属年度を申請及び投資税額控除

年度とすることに留意が必要です。統一発票と支払

証憑の帰属年度が異なる場合、統一発票の帰属年

度を優先します。また、統一発票の取得を必要としな

い場合、例えば、海外から設備を購入した際にインボ

イスを取得した場合は、支払証明書類（例：送金証明

書）の取得年度により認定されます。スマート機械や

5Gシステムの輸入申告書や納品証明書は納品時の

証明書類であるため、統一発票や支払証憑と帰属年

度が異なる場合でも投資税額控除年度の認定には

影響しません。営利事業者は適用申請においては、

関連書類の帰属年度及び申請期限に留意する必要

があります。
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